
 

令和８年度 九州国立博物館 博物館実習募集要項 

 

                                         九州国立博物館 

１．趣旨     

  学芸員資格取得を目指す学生に対して、博物館法第五条第一項第一号および博物館法 

施行規則第一条に規定する「博物館実習」の機会を提供し、学校教育との連携の確保に

努め、かつ当館に対する理解を促進する。 

 

２．対象 

実習を希望する者で、以下に挙げるすべての項目を満たす者とする。 

(1)  所属大学において設置する学芸員養成課程を履修する大学生または大学院生で

あって、令和７年度までに博物館学または博物館概論を履修済みの者、または令

和８年度において履修中の者。 

(2)  博物館の運営・活動に高い関心を有する者。 

    (3)  所属大学の学長もしくは博物館学芸員養成課程の責任者の推薦を受けた者。 

    (4)  実習の期間中、博物館に通うことのできる居所を有する者。 

(5) 大学または大学院において芸術学・美術史学・歴史学・考古学・博物館学・教育

学・情報学・保存科学・人間関係学・展示デザイン等を専攻していることが望ま

しい。 

 

３．実習期間 

  実習生は以下に掲げるすべての日に出席しなければならない。 

    令和８年８月２０日（木）、２１日（金）、２４日（月）、２５日（火）、 

２６日（水）、２７日（木） 

                             計６日間 

   

４．受け入れ人数 

１４名とする。 

 

５．実習内容 

当館の運営・活動に対する理解を促進するための講義および実習。実習日誌は当館の

様式のものを使用する。 

 

６．申し込み方法 

  希望者は１校につき最大２名までとし、学校ごとにまとめて申請用紙を提出する。  

様式１は、大学長または学芸員養成課程の責任者が記入し、希望者が２名の場合は、   

様式１の「推薦順位」欄に推薦順位を書くものとする。推薦順位は定員超過の際の参考

とする。様式２は、実習希望者本人が記入する。結果通知用の返信用封筒(長３封筒に担



 

当者宛先を記入し、１１０円切手貼付)を同封すること。  

  ※ 提出された個人情報は、当館博物館実習の目的以外に使用することはありません。 

  

７．申請締め切り 

令和８年４月６日（月）必着 

 

８．提出先 

九州国立博物館 交流課 

 〒818-0118    福岡県太宰府市石坂４－７－２ 

 

９．選考・通知 

受け入れ人数を超過した場合、書類選考を行う。その際、キャンパスメンバーズ加盟 

校については優先するものとする。 

結果通知については、４月末日までに大学宛に行う。 

 

10．経費 

  実習に係る指導費等は徴収しない。ただし、交通費・教材費・保険・その他必要経費 

は、すべて本人または所属大学の負担とする。 

 

11．修了 

実習期間を満たした学生に対して、当館の様式による評価票等を作成し、各大学宛送

付する。評価票の送付をもって修了とする。 

 

12．その他 

(1) 社会情勢、自然災害、当館の都合等によりやむを得ず、実習を延期、または中止す

ることがある。 

(2) 実習期間中、遅刻または欠席する者は実習を取り消すことがある。 

(3) 事故等が生じた場合は、本人および所属大学でその責を負うものとする。 

(4) 各校書式による実習日誌、終了証、評価票の送付はご遠慮ください。 

(5) 当館担当者へのお心遣い（手土産等）は固くお断りします。学生にも同様にご指導

ください。 

 

                         ＜ 本件についての問い合わせ先＞ 

                                九州国立博物館 交流課 今井 

                                〒818-0118  福岡県太宰府市石坂４－７－２ 
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